
書式第 12(法第 28条関係 ) 令和 6年 5月 31日

令和 5年度事業報告書

特定非営利活動法人 日本サハリン協会

協会の会計年度に従つて、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日の事業報告を提出する。

1 事業の成果

国の委託事業として令和 1年度まで毎年実施してきたサハリン、ロシア大陸 (旧 ソ連地区)からの残

留邦人の一時帰国は、令和 2年度から新型コロナウィルス菫延により中止された。さらに令和4年 2月

に勃発したロシアのウクライナ侵攻により、帰国の手段としてのロシアー日本間の直行航空便が全面運

航停止となったため集団での一時帰国は3年間実施できなかった。しかし令和 5年度は第二日経由の航

空便を利用することにより当初の事業計画より縮小したものの、4年ぶりに実施した。ただしコロナ対

応はまだ完全に解除されたわけではなかったため、かつてのような団体旅行形式はとらず、東京や北海

道に受け入れ可能な親族のあるものに限定しての―時帰国となり、合わせて20名が概ね 14日 間の日

本滞在を果たした。また、 5月 に一時帰国した残留邦人 1名 とその夫が協会の支援を受けて 12月 に永

住帰回し、北海道営住宅に入居した。

このほか、令和 2年より続けている北海道の委託事業では江別市および小檜市での永住帰国者の生活

サポー ト (病院への付き添いなどの生活支援や通訳支援)を継続し、病気の治療や生活上の困りごとヘ

の対応を行うことができた。一方、永住帰国者の高齢化に伴い、必要性が顕在化した独居永住者の死後

事務対応に関しては、本人の生前に「死後事務委任契約」を結ぶ支援体制を整え、対応を開始した。

2 特定非営利活動に係る事業

(1)一時帰国者、永住帰口者受け入れ事業、事務手続等

サハリンからの一時帰国では、従来から査証申請、帰国者親族との連絡、厚生労働省、都道府県、在

外公館と緊密な打合せをおこなつている。当腋年度はサハリンからの残留邦人 10名 と介護者 10名の

帰国にあたり、帰国のための事務手続きの他、航空運賃の立替払い、空港での出迎え、滞在地までの帯

同などを行つた。当腋年度もロシアからの直行便運航停止が続いたため、5月 はサハリンからモスク

ワ・中東経由、 9月 はサハリンからハルビン経由で成田空港に移動し、さらに人によつては親族の居住

する北海道へというルー トを利用せざるをえない状態が続いた。このため、航空券の手配が煩雑になつ

たほか、高齢の残留邦人には体力的に対応困難な状態が続いた。

永住帰国者受け入れ事業では、永住帰日した母親の介饉が必要となった残留邦人 1名 とその夫の旅費

支給申請書提出、航空券の手配、手続きのための通訳派遣等の支援を行い、令和 5年 12月 に札幌市に

定着した。

こうした事業全般に関しては、引き続きウクライナ侵攻に対するロシアヘの制戯措置等の影響によ

り、サハリン日本人会事務所や在ユジノサハリンスク総領事館との書類のやり取りなどに困難を極め

た。



(2)その他の事業

北海道庁の「中国残留邦人等地域生活支援事業」の委託を受け、江別市および小檸市に暮らす永住帰

国者の生活サポー ト (病院への付き添いなどの生活支援や通訳支援)を行つた。

(3)独居永住帰口者死去に伴う死後事務対応支援

平成 10年以降に永住帰国した残留邦人の多くが高齢化し、近年は永住者の葬儀関係の支援が必要と

なつているが、喫緊の課題となつているのが単身で永住したり、夫婦で永住したものの連れ合いに先立

たれ一人で生活していた独居永住者の死後事務対応である。この件に関しては、あらかじめ本人の生前

に「死後事務委任契約」を結ぶ支援体制を整え、当麟年度は 3名の支援を行つた。

(4)会報の発行

従事者の人数    15人
受益対彙者の人数 約250人

会報「チャイカ」42号 (2023年 8月 )、 43号 (2023年 12月 )、 44号 (2024年 3

月)を発行して、サハリン、ロシア大陸残留邦人に関する情報等を発信。会員および関係省庁・支援団

体等に配布し、情報交換・啓蒙に役立てた。

以上



事 業 報 告 書

【令和 5年度】

自 令和 5年 4月  1日

至 令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人 日本サハリン協会



令和 5年度 活動計算書
令和5年 4月 1日 から令和6年 3月 31日 まで 特定非営利活動法人

日本サハリン協会

金 額日
Ｈ科

24,595,583

1,147,500

437,000

115

12,007

26,192,205

収入の部

1 委託金収入

2 会費 ・ 入会金収入

3 寄付金収入

4 受取利息

5 雑収入

当期収入合計

571,770

194,540

101,840

378,000

72,370

64,520

1,230,802 2,613,842

10,576,504

450,000

2,265,964

1,062,491

5,282

992,224

764,995

46,566

24,440

420,500

2,887,471

1,126,408

117,268

231,132

2,129,100

12,137

10,000

273,578 23,396,060

26,009,902

182,303

12,146,287

13,681,312

Ⅱ 支出の部

1 事業費

墓参旅費交通費

自動車借上料

帰国者宿泊料

諸謝金

通訳世話人宿泊費

旅行保険料

雑役務費

2 管理費

給与手当

退職手当

雑給

法定福利費

福利厚生費

旅費交通費

通信費

交際費

会議費

翻訳料

地代家賃

リース料

水道光熱費

消耗品費

租税公課

運賃

諸会費

雑費

当期支出合計

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額



額金日

【科

12,447,094

227,989
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ｖ

12,675,083

ｎ

）

12,675,083

346,493

0

ｎ

）

346,493

ハ
υ

346,493

12,328,590

12,146,287

182,303

12,328,590

12,675,083

193,340

738,497

11,515,257

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金

当座預金

普通預金

前払費用

流動資産合計

2 固定資産

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金

仮受金

流動負債合計

2 固定負債

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増加額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日 現在 特定非営利活動法人

日本サハリン協会

:円 )



計算書類の注記

1重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2011年 11月 20日 一部改正NPO

法人会計基準協議会〉によつています。

2固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却しています。

なお、固定資産は所有しておりません。

3消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

4立替金はありません。    0円

5預り金346,493円の内訳は次の通りです。

源泉所得税預り金    26,730円  雇用保険預り金   14,031円

社会保険料預り金    69,922円  その他預り金   235,810円

計 346,493円
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令和 5年度 財産目録

令和 6年3月 31日 現在 特定非営利活動法人

日本サハリン協会

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金

当座預金

普通預金

前払費用

流動資産合計

2 固定資産

土地

建物

車両運搬具

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金

流動負債合計

2 固定負債

固定負債合計

負債合計

正味財産



書式第 18号 (法第 28条関係)

令和 5年度年間役員名簿 (前事来年魔において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は■所並

びにこれらの看についての前事彙年度における饉酬の有無を記載した名

")

特定非営利活動法人 巳杢サハ リン協会

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏    名

1 ◎事・監事
サイ トウヒロミ

齋藤弘美

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

2 ◎事・監事
セキカワカツコ

関川勝子

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

3 0事 。監事
ナカジマケイコ

中島圭子

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月 日

日月

4 ○事・監事
イ トウケイコ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日伊藤敬子

5 0事・監事
オガワチカコ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小川智佳子

6 0事・監事
フルカワショウコ

古川章子

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

曰

7 0事・監事
ソウマクニオ

相馬邦男

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年 月

月

日

日年

8 ◎事・監事
スゴウゼンイチ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日菅生善一

9 ◎事・監事
タンナカアキコ

淡中詔子  

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

曰

日

10 理事。③事
オオイ トモコ

大居智子

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日



書式第 18号 (法第 28条関係)

11 理事・①事 カネウジカオリ
令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年

　

年

月

　

月



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動注△ 日本サハリン協会

氏    名

1
斎藤弘美

2 関川勝子

3 中島圭子

4 伊藤敬子

5
小川智佳子

6 古川章子

7 相馬邦男

8 菅生善―

9 淡中詔子  

10
大居智子

11
金氏香織

12




